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町田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 
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町田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年９月町田市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

第３条中「病院」の次に「及び保健所」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市職員の定年等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。た

だし、病院及び保健所において医療業務に従

事する医師及び歯科医師の定年は、年齢６５

年とする。 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。た

だし、病院において医療業務に従事する医師

及び歯科医師の定年は、年齢６５年とする。 

 


